
分野 環境保全
補助金名 生ごみ処理機設置補助金
目的 生ごみ処理機の購入

対象事業 電気式生ごみ処理機（1世帯1基まで）
コンポスト式生ごみ処理容器（1世帯2基まで）

対象者

下の全てに当てはまる世帯
・市内に住所があり、居住している。
・市税を滞納していない。
・市内の事業所で購入。
・当補助金を５年以内に利用していない。
※必ず申請後に購入すること。

金額

税抜き価格の1/2
・電気式…上限25,000円
・コンポスト式…上限3,000円
※100円未満切り捨て。

募集期間 随時　※数に限りあり。
問 環境保全課環境業務係　☎63-1370

分野 文化振興
補助金名 荒尾市文化振興基金活用事業

目的 地域文化の創造や街づくりに生かす文化活動の
支援

対象事業

・活動発表事業（従来の活動枠を超えて行う発
表会など）

・文化情報事業（文化を紹介するビデオ・パン
フレットなどの制作や文化情報の発信）

・人材育成・交流事業（文化的な研究会・フォー
ラムなどでの人材育成や交流が目的の事業）

・その他、文化によるまちづくりに貢献する事業
対象者 市内に住所か活動の本拠がある団体
金額 補助率2/3　上限50万円

募集期限
4月30日（木）
※予算の範囲で可能な場合は、2回目の募集を
行います。

備考 当事業は皆さんからの寄付金で運用しています。
文化振興のため、寄付金をお寄せください。

問 政策企画課企画統計係　☎63-1274

分野 国際交流
補助金名 荒尾市国際交流推進事業補助金
目的 多くの市民に国際交流の機会を提供する

対象事業 ・市民を対象とした外国人との交流イベント・異文化理解を推進する講演会やセミナー

対象者 市内に活動の拠点があり、過去1年間に国際交
流の実績がある団体

金額 補助率1/2　上限10万円

募集期間 随時
※事業開始日の1カ月前までに申請が必要。

問 政策企画課企画統計係　☎63-1274

分野 人材育成
補助金名 いきいき人づくり事業

目的 さまざまな分野で地域や団体の将来を担う人
材の育成

対象事業

・視察研修などへの参加
・講演会・イベントなどの開催
・青少年の健全育成、世代間・地域間交流、
環境保全などに関する事業

・地域産業の振興、女性の地位向上などに関
する事業

対象者 市内に住んでいる人や市内の事業所などに勤
務している人

金額 「いきいき人づくり事業審査会」で審査し、事
業の選定と額の決定を行います。

募集期限 5月 29 日（金）
問 くらしいきいき課市民応援係　☎63-1395

分野 環境保全
補助金名 浄化槽設置事業補助金
目的 浄化槽の設置
対象事業 浄化槽設置費用の一部

対象者

公共下水道の認可区域外の専用住宅
※国の内示後に着工する人が対象。詳しくはお
問い合わせください。高度処理浄化槽の設置
についてもお問い合わせください。

※設置後は法定検査・点検・清掃が必要です。

金額

5人槽332,000円、7人槽414,000円
10人槽548,000円
※単独浄化槽から合併浄化槽へ転換する場合、
条件を満たせば、上乗せ（上限9万円）があ
ります。
※浄化槽の処理対象人員算定には緩和措置があ
りますので、お問い合わせください。

募集期間 随時　※数に限りあり。
問 環境保全課環境業務係　☎63-1370

　全ての補助金は平成 27 年度内で終了す
る事業が対象です。詳しくは市ホームペー
ジをご覧になるか問い合わせ先にお尋ねく
ださい。

補助金を
活用しませんか花のまちづくり推進事業

　公園や街路などの公共的な場所や不特定多数の市民が観賞できる場所へ
花壇を設置したり、花の育成・管理を行ったりする団体に花苗を配布します。
●応募資格
市内で活動する 5人以上の団体で、営利を目的としないもの
●申込締切　4月 15 日（水）
●申込方法　
「花のまちづくり推進事業申請書」に団体名、代表者、花を植える場所・面
積を記入し、位置図を添えて、くらしいきいき課へ提出してください。申
請書はくらしいきいき課か市ホームページから入手できます。
●選定方法
現地確認後、審査して、事業の選定と配布本数の決定を行います。
●配布する花苗の種類・本数
メランポディウム、マリーゴールド、ポ―チュラカ、サルビア、ブルーサ
ルビアの合計 1万本。希望が多い場合は、本数などを調整する場合があり
ます。
●配布時期　6月上旬以降に決定した団体へ配布します。
●注意事項　花植え後、①実績報告書②植える直前（更地の状態）の写真
③作業中の写真④植えた後の写真を提出してください（写真はデータ可）。

市民活動に関する本を貸し出します
　市民の地域活動、ボランティアや市民活動団体の自立を応援するため、
市民活動に関する本を貸し出します。
●対象　市内に住んでいる人や市内の事業所などに勤務している人
●内容　1人 3冊まで、2週間貸し出します。
●貸出方法　
身分証明書（運転免許証、健康保険証など）を持って、くらしいきいき課
でお申し込みください。申込用紙はくらしいきいき課に用意しています。
●貸出料　無料
●貸出本の例
『定年後のボランティア』『コミュニティ・ビジネス企業マニュアル』など

コミュニティ備品を貸し出します
　地区協議会、元気づくり委員会、自治会や自主防災組織などの市民活動
団体がコミュニティ活動で使用できる音響機材・トランシーバー・組立式
ステージなどの備品を貸し出します。ただし、営利目的に使用することは
できません。
●貸出料　無料
※受取・運搬・組立・返却は使用する団体で行っていただきます。
●申込方法　
事前に申請書を提出してください。申請書はくらしいきいき課か市ホーム
ページから入手できます。

問くらしいきいき課市民応援係　
☎63-1395応援します！ 市民活動
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